
 議案第３５号 

   東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則  

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月１０日 

            提出者 板橋区教育委員会教育長 長 沼  豊   

 

   東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則 

東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例（令和７年板橋区条例第 

４０号）の施行期日は、令和７年１０月６日とする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   

（提案理由） 

東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める必要

がある。 



 

 

氷川図書館 臨時窓口（旧板橋第九小学校 体育館棟）  

 

 

＜臨時窓口＞ 

・体育館棟の旧あいキッズ室に開設 

 開館時間 午前９時から午後８時まで  
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東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区立図書館設置条例 ○東京都板橋区立図書館設置条例 

昭和51年３月12日東京都板橋区条例第28号 昭和51年３月12日東京都板橋区条例第28号 

（設置） （設置） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

  略     略   

 東京都板橋区立氷川図書館 東京都板橋区栄町6番1号   東京都板橋区立氷川図書館 東京都板橋区氷川町28番９号  

  略     略   

付 則 

この条例は、板橋区教育委員会規則で定める日から施行する。 

付 則 

以下 略 

  

 

参 考 


